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厚木市住みよいまちづくり条例に基づく 

森の里東地区の都市計画変更素案に関する説明会（要旨） 

 

１ 開催日時 

  令和６年１月 31日（水）午後７時から午後７時 45分まで 

２ 開催場所 

  小鮎公民館 集会室 

３ 参加者数 

  ９人 

４ 事務局等出席者 

(1) 厚木市まちづくり計画部都市計画課 

    課長、まちづくり政策係長、係員 

(2) 厚木市都市整備部まちづくり推進課 

森の里東・酒井地区整備担当課長、森の里東・酒井地区整備係長、係員 

 

５ 説明会の経過 

   スライド資料に沿って説明（資料参照） 

森の里東地区の都市計画変更素案について 

   

６ 質問と回答（概要） 

質問 

 緑地の変更が必要となった背景について、特に、斜面地を緑地という扱いにする

ことについて、考え方を教えてください。 

 

回答（都市計画課 まちづくり政策係長） 

 緑地につきましては、森の里東地区を市街化区域に編入する際、都市計画に定め

ましたが、その後造成工事を進めるに当たり、都市計画で定めている区域等の変更

が生じたため、今回変更をするものです。 

なお、斜面地のうち緑地として保全していく箇所につきましては、地区施設の緑

地として位置付け、地区内の緑地が当初の計画から減少しないようにしておりま

す。 

 

質問  

資料には道路についての記載がありませんが、地区内のトンネル部分の道路は明

日から使えるのですか。 

 

回答（森の里東・酒井地区整備担当課長） 

 都市計画道路３・５・９下古沢森の里青山線のトンネル部分を含めた区間につき

ましては、工事は完了していますが、供用開始は令和６年度末頃を予定しておりま

す。当該区間は、現在市で工事を進めている都市計画道路３・３・５厚木環状３号
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線に接続することから、厚木環状３号線の一部区間の供用開始に合わせて、供用を

開始する予定です。 

  

質問 

緑地について、土地区画整理事業の中で全体の面積のうち何割を確保する、とい

う基準はありますか。 

また、今回の変更によって、地区内の緑地は 0.6ヘクタール増加するとのことで

すが、のり面を緑地として扱うことで全体の緑地面積を確保した、という理解でよ

ろしいですか。資料のスライド 10の写真を見ると、当該地は急斜面となっています

が、この場所を緑地として扱うことについて、管理の面も含めて考え方を教えてく

ださい。 

 

回答（森の里東・酒井地区整備担当課長） 

 土地区画整理法上は、緑地の配置についての基準はありません。なお、公園の場

合は施行地区の面積の３パーセント以上という基準がありますが、森の里東地区に

おいては、同法施行規則のただし書きの規定により公園は整備していません。 

また、都市計画緑地につきまして、他地区の愛名緑地、小町緑地及び上古沢緑地

では、自然林及び市民の方に開放できるような場所を区域として都市計画に定めて

おります。下古沢緑地につきましても、同様に、枢要な自然林について都市計画で

定めるものです。地区施設につきましては、都市計画緑地として位置付ける樹林地

とおおむね同じ様相であり、また、一部の斜面地については、造成緑地となります

が、厚木市の公園緑地課に引き継ぎをし、今後も保全していくことから、地区施設

の緑地として位置付けるものです。 

 

質問 

基準がないのであれば、必ずしも斜面地を緑地として指定しなくてもよいのでは

ないでしょうか。斜面地の管理は相当大変だと思います。 

安全性も含めて、緑地を位置付ける必要性についての考え方を教えてください。 

 

回答（森の里東・酒井地区整備担当課長） 

 平成 26年に森の里東地区を市街化区域に編入する際、神奈川県との協議を経て緑

地に関する都市計画を定めました。その後、工事によって、のり面が造成されたこ

となどから、今回、都市計画緑地の区域を変更するとともに、地区施設の緑地の配

置を組み直し、地区全体としての緑地を確保するため、都市計画の変更を行うもの

です。緑地の将来的な管理者である厚木市の公園緑地課と協議した上で、今回の都

市計画の案を作成しております。 

なお、斜面地のうち、道路区域に含まれる部分は緑地として位置付けません。 

また、安定した角度で切り土を行っており、安全面での問題はございません。 

 

以上 


